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三
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テ
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通
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丁
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一
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一
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表
取
締
役
社
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岡
眞
則

セ
ン
ト
ラ
ル
リ
ー
シ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株

式
会
社

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
六
丁
目

一
〇
の
一

代
表
取
締
役
社
長
後
藤
敏
之

平
成

��･

�･

��

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

ホ
ー
マ
ッ
ク
株
式
会
社

北
海
道
札
幌
市
厚
別
区
厚
別
中
央
三
条

二
丁
目
一
の
四
一

代
表
取
締
役
社
長

前
田
勝
敏

ホ
ー
マ
ッ
ク
株
式
会
社

北
海
道
札
幌
市
厚
別
区
厚
別
中
央
三
条

二
丁
目
一
の
四
一

代
表
取
締
役
社
長

柴
田
憲
次

平
成

��･

	･

��

平
成
十
七
年

十
一
月
三
十
日

(

水
曜
日)

第
二
千
五
百
六
十
一
号



( )

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

三
内
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
三
内
字
稲
元
一
二
〇
の
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項
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区

分
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更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模
小
売
店

舗
に
お
い
て
小

売
業
を
行
う
者

の
開
店
時
刻
及

び
閉
店
時
刻

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス
、

株
式
会
社
ラ
グ
ノ
オ
さ

さ
き
の
み
実
施

開
店
時
刻

午
前
九
時

(

お
盆
・
年
末
等
の
一

定
期
間
は
午
前
五
時)

閉
店
時
刻

午
後
十
時

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス
、

株
式
会
社
ラ
グ
ノ
オ
さ

さ
き
の
み
実
施

開
店
時
刻

変
更
な
し

閉
店
時
刻

午
後
十
一

時

来
客
が
駐
車
場

を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時

間
帯

平
面
駐
車
場
Ａ

午
前
八
時
三
十
分

(

お

盆
・
年
末
等
の
一
定
期

間
は
午
前
五
時)

か
ら

午
後
十
時
十
五
分
ま
で

平
面
駐
車
場
Ｂ

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
十
時
十
五
分
ま
で

平
面
駐
車
場
Ｃ

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
前
零
時
十
五
分
ま
で

平
面
駐
車
場
全
体

午
前
八
時
三
十
分

(

お

盆
・
年
末
等
の
一
定
期

間
は
午
前
五
時)

か
ら

午
後
十
一
時
十
五
分
ま

で

平
成

��･

��･

�
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�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ア
ク
ロ
ス
プ
ラ
ザ
八
戸
沼
館

八
戸
市
沼
館
四
丁
目
一
の
一
六
八

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
一
四
の
四

代
表
取
締
役

坂
倉
正
宏

三

八
戸
市
の
意
見
の
概
要

(

意
見
一)

荷
捌
き
施
設
②
と
③
に
つ
い
て
は
、
搬
出
入
車
両
の
駐
車
待
ち
が
無
い
よ
う
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

(

理
由
一)

荷
捌
き
施
設
②
と
③
に
つ
い
て
は
、
同
時
作
業
台
数
を
一
台
と
し
て
荷
捌
き
施
設
面

積
及
び
車
両
待
機
ス
ペ
ー
ス
を
計
画
し
て
い
る
が
、
一
時
間
に
二
台
の
搬
出
入
車
両
の
計
画
と

な
っ
て
い
る
た
め
。

(

意
見
二)

Ａ
棟
南
側
駐
車
場
か
ら
Ａ
棟
店
舗
へ
の
歩
行
者
導
線
及
び
Ａ
棟
と
Ｂ
棟
を
結
ぶ
歩
行

者
用
通
路
の
導
線
を
確
保
す
る
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

(

理
由
二)

Ａ
棟
南
側
駐
車
場
を
利
用
す
る
買
い
物
客
の
、
Ａ
棟
へ
の
円
滑
な
通
行
及
び
安
全
確

保
の
必
要
が
あ
る
た
め
。
ま
た
、
Ａ
棟
と
Ｂ
棟
の
間
は
荷
捌
き
場
が
あ
り
、
搬
出
入
車
両
の
通

行
経
路
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
歩
行
者
の
通
行
の
安
全
確
保
の
必
要
が
あ
る
た
め
。

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

県
有
財
産
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

南
津
軽
郡
尾
上
町
大
字
原
字
上
原
三
の
二
、

三
の
九
、
四
の
一
、
四
の
三
及
び
五
の
二

黒
石
市
大
字
浜
町
六
三
の
一

株
式
会
社
ロ
ッ
ク
宅
建
事
務
所



( )

次
に
掲
げ
る
建
物
の
売
却

二

予
定
価
格

二
百
四
十
八
万
二
千
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
釜
ノ
平
二
の
一

五

売
却
す
る
物
件
の
建
物
平
面
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
庁
舎

一
階
会
議
室

２

日
時

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

午
後
一
時
三
十
分

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

契
約
締
結
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
全
額
納
入
と
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

落
札
を
し
た
者
は
、
売
却
す
る
物
件
の
所
在
す
る
土
地
の
使
用
に
つ
い
て
、
土
地
所
有
者
と

青
森
県
が
こ
れ
ま
で
取
り
交
わ
し
て
い
た
土
地
賃
貸
借
契
約
と
同
様
の
条
件
で
、
土
地
所
有
者

と
土
地
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

物
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
九
日
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
、
下
北
郡
東
通
村
大

字
野
牛
字
釜
ノ
平
二
の
一
に
お
い
て
現
場
説
明
を
行
う
。

※

問
い
合
わ
せ
先

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

内
線
二
二
五
三
・
二
二
五
四

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
蛯

川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

柿

崎

裕

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
廻

堰
大
溜
池
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

笹

森

新

一
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所

在

地

構

造

延

面

積

下
北
郡
東
通
村
大
字
野
牛
字
釜
ノ
平

二
の
一

木
造
平
屋
建

八
三
・
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

佐
々
木
佐
一

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
上
市
川
字
窪
田
四
七

平
成
��･

�･

�



( )

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
七
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
及
び

十
和
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
長

小
田
部

幸

夫

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
五
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程(

昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

図
書
館
の
近
代
文
学
館
長
は
、
近
代
文
学
館
に
関
す
る
重
要
な
事
項
の
う
ち
か
ら
図
書
館
長
の

承
認
を
得
て
定
め
る
事
務
を
専
決
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
の
合
格
者

平
成
十
七
年
十
月
十
六
日
実
施
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号)

第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
青
森
県
知
事
の
委
任
に
係
る
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試

験
に
合
格
し
た
者
の
氏
名
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

合
格
者
は
五
十
問
中
三
十
三
問
以
上
正
解
の
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
十
六

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
一
部
を
免
除
さ
れ
た
者
は
四
十
五
問
中
二
十
八
問
以
上
正
解
の
者

と
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
三
十
日

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
理
事
長

三

澤

眞
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

監

事

〃〃〃〃〃

乗
田

長
蔵

成
田

広
志

渋
谷

秀
雄

乗
田

長
蔵

伊
藤

良
栄

成
田

広
志

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
野
木
字
上
藤
森
六
九
三

の
一

〃

〃

大
字
廻
堰
字
上
桂
井
九
の
三

〃

〃

大
字
妙
堂
崎
字
神
林
一
二
四

の
一

〃

〃

大
字
野
木
字
上
藤
森
六
九
三

の
一

〃

〃

大
字
妙
堂
崎
字
米
元
五
〇
の

二〃

〃

大
字
廻
堰
字
上
桂
井
九
の
三

平
成

��

･

��･

��就
任

〃〃��･

��･

��退
任

〃〃

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
千

歳
森
三
三
三
の
二

七
三
・
九
三
メ
ー
ト
ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成

��･

��･

��
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〇
二
〇
一
〇
〇
〇
二

〇
二
〇
一
〇
〇
〇
七

〇
二
〇
一
〇
〇
〇
九

〇
二
〇
一
〇
〇
一
一

〇
二
〇
一
〇
〇
一
八

〇
二
〇
一
〇
〇
三
三

〇
二
〇
一
〇
〇
三
七

〇
二
〇
一
〇
〇
七
三

〇
二
〇
一
〇
〇
九
三

〇
二
〇
一
〇
〇
九
七

〇
二
〇
一
〇
〇
九
九

〇
二
〇
一
○
一
〇
一

〇
二
〇
一
〇
一
〇
四

〇
二
〇
一
〇
一
〇
九

〇
二
〇
一
〇
一
一
七

〇
二
〇
一
〇
一
一
九

〇
二
〇
一
〇
一
七
七

〇
二
〇
一
〇
一
八
三

〇
二
〇
一
〇
一
九
〇

〇
二
〇
一
〇
一
九
四

〇
二
〇
一
〇
一
九
五

〇
二
〇
一
〇
二
〇
八

〇
二
〇
一
〇
二
一
〇

〇
二
〇
一
〇
二
五
三

〇
二
〇
一
〇
二
五
四

〇
二
〇
一
〇
二
六
七

〇
二
〇
一
〇
二
七
四

〇
二
〇
一
〇
二
九
一

〇
二
〇
一
〇
二
九
三

〇
二
〇
一
〇
三
〇
四

〇
二
〇
一
〇
三
一
五

〇
二
〇
一
〇
三
三
〇

〇
二
〇
一
〇
三
四
六

〇
二
〇
一
〇
三
六
〇

受

験

番

号

高

杉

明

美

木

元

国

司

小

林

と

し

佐

藤

知
恵
子

佐

藤

浩
一
郎

成

田

功

治

越
後
谷

敦

佐

藤

均

米

川

和

貴

山

口

直

人

西

谷

豊

柏

洋
治
郎

石

田

府

子

花

生

朋

子

浅

野

健

也

白

取

義

成

後

藤

未

来

廣

田

有

香

下
久
保

節

子

横

内

久

江

長

内

良

篤

菊

地

哲

治

米

澤

貞

造

三

浦

美
奈
子

工

藤

浩

美

松

尾

恵

一

福

沢

盛

愉

久

野

悦

子

峠

友

子

宇
都
宮

誠

一

佐
々
木

憲

治

泉

山

貴

裕

小

林

美
和
子

小
笠
原

健

一

氏

名

〇
二
〇
一
〇
三
六
三

〇
二
〇
一
〇
三
六
四

〇
二
〇
一
〇
三
七
四

〇
二
〇
一
〇
三
七
九

〇
二
〇
一
〇
三
八
七

〇
二
〇
一
〇
四
〇
六

〇
二
〇
一
〇
四
一
八

〇
二
〇
一
〇
四
三
〇

〇
二
〇
一
〇
四
六
二

〇
二
〇
一
〇
四
六
八

〇
二
〇
一
〇
四
六
九

〇
二
〇
一
〇
四
八
二

〇
二
〇
一
〇
四
八
四

〇
二
〇
一
〇
五
〇
四

〇
二
〇
一
〇
五
一
〇

〇
二
〇
一
〇
五
三
五

〇
二
〇
一
〇
五
四
〇

〇
二
〇
一
〇
五
四
四

〇
二
〇
一
〇
五
四
六

〇
二
〇
一
〇
五
五
二

〇
二
〇
一
〇
五
五
四

〇
二
〇
一
〇
五
六
三

〇
二
〇
一
〇
五
七
四

〇
二
〇
一
〇
五
七
九

〇
二
〇
一
〇
六
〇
二

〇
二
〇
一
〇
六
二
四

〇
二
〇
一
〇
六
二
五

〇
二
〇
一
〇
六
三
〇

〇
二
〇
一
〇
六
三
一

〇
二
〇
一
〇
六
四
二

〇
二
〇
一
〇
六
四
八

〇
二
〇
一
〇
六
五
八

〇
二
〇
一
〇
六
六
〇

〇
二
〇
一
〇
六
七
七

受

験

番

号

田

中

寿

光

石
手
洗

隆

生

渡

�

榮

子

佐
々
木

文

子

中

村

由

江

齊

藤

隆

中

畑

高

志

木

村

由
美
子

久
保
田

由

香

三

戸

理

賀

松

田

健

治

一

戸

千
代
久

奈

良

提

樹

小
山
田

栄

市

羽

賀

純

平

山

口

健

中

嶋

い
お
り

児

玉

博

光

中

村

薫

五

戸

聡

早

狩

功

児

豊

�

收

戸

栗

崇

志

岩

織

智

洋

西

塚

保

田

村

一

也

猪

俣

太

志

櫻

田

雅

志

櫻

井

等

小

野

瑞

保

森

光

�

下

田

太

一

沼

岡

昇

貝

塚

透

氏

名

〇
二
〇
一
〇
六
八
八

〇
二
〇
一
〇
六
九
一

〇
二
〇
一
〇
七
〇
七

〇
二
〇
一
〇
七
〇
八

〇
二
〇
一
〇
七
一
三

〇
二
〇
一
〇
七
二
三

〇
二
〇
一
〇
七
二
七

〇
二
〇
一
〇
七
四
四

〇
二
〇
一
〇
七
五
一

〇
二
〇
一
〇
七
六
〇

〇
二
〇
一
〇
七
七
三

〇
二
〇
一
〇
七
七
五

〇
二
〇
一
〇
七
七
六

〇
二
〇
一
〇
七
八
二

〇
二
〇
一
〇
七
八
五

〇
二
〇
一
〇
七
九
三

〇
二
〇
一
〇
八
〇
二

〇
二
〇
一
〇
八
〇
三

〇
二
〇
一
〇
八
〇
五

〇
二
〇
一
〇
八
〇
六

〇
二
〇
一
〇
八
一
八

〇
二
〇
一
〇
八
二
〇

〇
二
〇
一
〇
八
三
二

〇
二
〇
一
〇
八
三
三

〇
二
〇
一
〇
八
三
四

〇
二
〇
一
〇
八
六
七

〇
二
〇
一
〇
八
六
九

〇
二
〇
一
〇
八
八
一

〇
二
〇
一
〇
八
八
三

〇
二
〇
一
〇
八
八
四

〇
二
〇
一
〇
八
八
七

〇
二
〇
一
〇
八
九
一

〇
二
〇
一
〇
八
九
六

〇
二
〇
一
〇
九
〇
一

〇
二
〇
一
〇
九
〇
四

〇
二
〇
一
〇
九
一
九

後

藤

敬

太

渡

�

千
佳
子

細

川

彩

子

松

浦

健

児

楠

美

弘

二

羽

場

哲

森

山

菜
美
子

鳴

海

武

史

村

上

博

一

菊

池

克

人

毛

内

正

大

平

川

朋

子

野

口

耕

司

奈
良
岡

恒

夫

櫛

引

寿

光

畠

山

正

基

入

江

美

穂

尾

下

俊

介

瀬

川

丈

夫

金
山
澤

直

樹

木

村

武

志

佐

藤

惠

一

青

山

昌

代

工

藤

�

也

五
十
嵐

浩

子

工

藤

健

一

神
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